
「平成30年度消費者大学」開催に係る業務委託候補者の審査方法 

 

１ 目 的 

  「平成30年度消費大学」開催に係る業務委託の公募型プロポーザル方式実施公告（以下「公募

公告」という。）に基づいて応募があった提案を審査し、業務を委託する候補者（以下「委託候

補者」という。）を選定する。 

 

２ 審 査 

（１）書類審査 

   提出された企画提案書等の書類を審査する。 

   なお、一定数（概ね５者）を超える者から企画提案書の提出があった場合は、書類審査で、

各審査委員の採点点数を合計し、合計得点の高い順に５者程度を選定し、その中からプレゼン

テーション審査を実施する。 

   その際、合計得点が同点の者がある場合には、審査委員長の判断により同点者間の順位付け

をする。 

（２）プレゼンテーション審査 

   提出された企画提案書等の書類について、プレゼンテーション内容を参考に審査する。 

 

３ 審査の観点 

   公募公告第６の（６）に定める選定基準による。 

 

４ 審査の方法 

（１）採点方法 

   各審査委員は、「３ 審査の観点」により、次の３つの項目について評価を行い採点する。 

ア 項目１【基本的な考え方】 

  「講座に対する考え方」「企画力」「体制」を評価する。（評価対象：【提案書】） 

イ 項目２【実施効果】 

 講座カリキュラムの組み方及び講師選定力を評価する。（評価対象：【講座カリキュラム（案） 

及び講師候補】） 

ウ 項目３【総合力】 

【見積及び過去実績等】 

  提案者の信用力や業務遂行能力等の「総合力」を評価する。（評価対象：【添付書類】） 

※「相手方が本委託業務を受注するに相応しい者かどうか」という総合的な観点から、添付書類

の「経費見積書」「過去の業務実績書」「会社概要等」により評価する。 

 

（２）評価基準と配点 

   評価は、別添の審査表を用いて５段階で行い、「普通」を基本として、普通より優れてい 

るものは「良」、特別に優れていると判断できるものは「優」、さほど評価できないものは「可」、

特別に評価できないものは「不可」とする。 

  配点は次のとおりとする。（１提案者（１審査委員）当たり：２０点満点） 

項   目 不可 可 普通 良 優 

１ 基本的な考え方 １ ２ ３ ４ ５ 

２ 実施効果 ２ ４ ６ ８ １０ 

３ 総合力 １ ２ ３ ４ ５ 

 


